
工事着工までの手続き

月

●事業者による地元説明会
●関連法令等チェック

事前協議

●市による事業内容の審査

実施協議

工事着工
事前協議
申出書提出

工事着工
30日前までに
実施協議申出書
の提出 実施協議終了
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平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た

　
土
砂
等
に
よ
る
埋
め
立
て
等
の

行
為
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
事
業

面
積「
5
0
0
㎡
以
上
5,
0
0
0
㎡

未
満
」
を
条
例
の
対
象
と
し
て

指
導
・
監
督
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
故
意
的
に
条
例
適
用

外（
許
可
申
請
を
必
要
と
し
な
い
）で

5
0
0
㎡
未
満
の
行
為
を
繰
り
返

し
、
結
果
と
し
て
大
量
の
土
砂
等

を
持
ち
込
ん
で
し
ま
う
悪
質
な

行
為
が
目
立
っ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
こ
う
し
た
行
為
者

へ
の
指
導
権
限
を
強
化
し
、
悪
質

な
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的

に
条
例
及
び
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
し
ま
し
た
。

　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入

の
推
進
を
図
る
た
め
、
国
は
、
平

成
24
年
７
月
か
ら
固
定
価
格
買
取

制
度
を
開
始
し
、
太
陽
光
発
電
を

中
心
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

導
入
が
全
国
的
に
急
速
に
拡
大
し

て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
太
陽
光
発
電
設
備
に

つ
い
て
は
施
設
の
設
置
・
運
営
そ

の
も
の
に
関
す
る
法
令
、
基
準
な

ど
が
な
く
、
ま
た
、
市
や
住
民
に

知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
工
事
が
進
め

ら
れ
、
景
観
や
生
活
環
境
の
問
題
、

土
砂
流
出
の
安
全
に
対
す
る
不
安

な
ど
、
県
内
各
地
域
で
住
民
と
事

業
者
と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
と
な
る

事
案
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
す
る

た
め
、
本
市
に
お
い
て
も
『
結
城

市
生
活
環
境
等
と
太
陽
光
発
電
設

備
設
置
事
業
と
の
調
和
及
び
運
営

事
業
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例

及
び
同
施
行
規
則
』
を
策
定
し
ま

し
た
。

　
市
内
で
10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

事
業
用
の
太
陽
光
発
電
設
備
に
関

し
て
、
下
記
の
手
続
き
を
行
う
場

合
に
は
、
手
続
き
を
行
う
前
に
市

と
の
相
談
を
行
う
よ
う
に
お
願
い

し
ま
す
。
条
例
は
平
成
29
年
４
月

１
日
か
ら
施
行 

さ
れ
ま
し
た
。

　
市
へ
の
早
め
の
ご
相
談
を
お
願

い
し
ま
す
。

❶ 条例適用面積の変更
　　　　　 500㎡以上5,000㎡未満　　　　　5,000㎡未満すべて

❷ 搬入土砂等の規制
　  ● 茨城県または本市と隣接する市の区域内から発生した土砂などで、
　　  土砂などの発生場所から直接搬入されるものに限定されます。
　  ● 改良土（土砂等にセメントや石灰を混合したもの）は使用できません。
　  ● 土砂などの性質に関する基準に水素イオン濃度指数（4以上 9未満）
　　  を追加しました。

❸ 欠格要件の追加
　  ● 暴力団または暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有する者で
　　  ないことなど。

大きな改正点

改正前 改正後

※ 5,000㎡以上は従前どおり県への申請となります。
　ただし、条例の適用除外となる事業があります。
　詳細は市ホームページでご確認ください。

❶発電出力が、５０ｋｗ以上の太陽光発電設備を設置する場合
❷５００㎡（太陽光発電設備を設置しようとする土地に隣接する事前協議開始前１年以内に一体的な　
　他の目的利用のために造成した土地の面積を含む）以上の土地に太陽光発電設備を設置する場合
❸５００㎡以上の土地を太陽光発電設備の設置の目的のために造成する場合
❹設置事業を同一時期、同一場所で、実質的に同一事業者が一体で行う場合で、 上記１❶～❸に
　該当する場合　※詳細は条例第９条第１項第４号及び第５号参照
❺事業区域内に条例第７条及び施行規則第６条の規定による抑制区域が含まれる場合

条例及び規則で必要となる手続き

太陽光発電設備に関する条例及び規則を制定しました

10　　 キロワット以上の 太陽光発電設備の設置及び土地の造成（以下「設置事業」）
を行う場合または太陽光発電設備の所有者などの変更がある場合は平成２９年４月１日から
市へ事前の協議または届出が必要です。

❶ 事前協議及び実施協議（下記の設置事業を行う場合 ）

❷ 太陽光発電設備設置届出書等の提出
　　（上記１の事前協議及び実施協議対象外の設置事業の場合）

※地面に設置する事業が対象であり、建築物の屋根や屋上に設置する事業は対象外です。

●土砂等による土地の埋め立てに関して
　生活環境係　内線169

●太陽光発電設備に関して
　環境保全係　内線165

◎詳しくは、市ホームページをご覧ください。

❸ 太陽光発電設備所有者等変更届出書の提出
　　（変更前または変更後の太陽光発設備所有者等による）
❸ 太陽光発電設備所有者等変更届出書の提出
　　（変更前または変更後の太陽光発設備所有者等による）

●  太陽光発電設備の所有者及び運営者に変更が
　あった場合は、変更後３０日以内に書面により
　市長に届出が必要です。

● 工事着工の３０日前までに市への届出が必要です。

●  太陽光発電設備の所有者及び運営者に変更が
　あった場合は、変更後３０日以内に書面により
　市長に届出が必要です。

● 工事着工の３０日前までに市への届出が必要です。
市生活環境課　　32－1111

問合先

結
城
市
土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
、
盛
土
及
び

た
い
積
の
規
制
に
関
す
る
条
例
及
び
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

生活環境を守ります


